
 

   
令和８年度 林業担い手育成総合対策事業（支援センター事業）について 

 
 

 
 

新規就業者(就業１年目で18歳以上、65歳未満)の技術習得を推進する職場内研修を実施する場合に、

研修経費として月額 7 万円/人を支援する。（緑の雇用研修生は対象外） 

1 ヶ月あたり 15 日未満や、研修期間が 4ヶ月未満は対象外   【研修生 1 人あたり月額 7 万円】 

 

 

 

 

 

認定事業体に雇用された現場作業員（就業１年目で 18歳以上、65 歳未満）

もしくは、一定要件を満たす林業事業体に雇用された現場作業員（原則として

就業 5年以内で 65歳未満）を対象に、林業労働に必要な専門的知識及び技能

の習得を支援する。 

（ア） 座学（5 日間） 

 「緑の雇用」１年次研修の集合研修のうち、次の研修を受講した場合に 

必要な経費を支援する。 

○講習日○ 

・ 6/ 1(月)   林業の社会的責任と関係者の協働 

・ 7/27(月)   無災害の推進、チームワークとコミュニケーション 

・ 7/28(火)   森林整備(造林・育林・間伐)の作業の種類と目的 

・11/10(火)   道具や機械のメンテナンス 

 

（イ）技能講習等 

  新規就業者を対象に次の安全講習等の受講経費を支援する。 

・ 普通救命 ・ 刈払機 ・ 伐木特別教育 ・ 玉掛け ・ 小型移動式クレーン【定額助成】 

 

 

 

 
林業労働の安全・安心を確保するための装備・器具等（チェンソー作業用防護衣・防護ブーツ、

刈払機作業用防護具、防振・耐切創手袋、防音ヘルメット、蜂ｱﾚﾙｷﾞｰ検査、アドレナリン自己

注射器、防蜂網・手袋、保護メガネ、蜂毒吸い出し器、熱中症予防用品、防寒用品）の導入を

別途定める補助基本額の１／２以内を支援する。 
【当年度において 210 日以上従事することが見込まれる現場作業員】 
※ 装備、器具は新品に限るものとし、国又は県など他の補助事業の対象となっているものは

補助の対象としない。 
※ 前年度に助成した設備等については対象としない。ただし、損傷や破損が著しいものに 
ついては、この限りではない。 

               
 
   

１ ニューフォレスター育成支援（職場内研修）      認定事業体・一定要件事業体 

２ ニューフォレスター育成支援（技術習得支援） 認定事業体・一定要件事業体 

３ 林業就業条件の改善（安全装備等導入） 認定事業体・一定要件事業体 

資料３ 



 
 

 
 

事業体が雇用する労働者の林業退職金共済制度（林退共）及び一般社団法人木材産業退職金共済が行

っている特定退職金共済制度（木退共）の掛金の一部を助成する。 
木退共は月の掛金が 8,000 円以上の人が助成対象となるため、月の掛金が 8,000 円未満の方は対象に

はなりません。 

                    【掛金の 1/4 以内】 
 
 
 
 

林業労働の安全・安心を確保するための道具等（集材用繊維ロープ、玉掛けワイヤー荷外し作業用

具（オートチョーカー）、同時通話通信機器（無線機）、作業員呼び出し装置の導入を支援する。 
補助率：別途定める補助基本額の１／２以内 

※ 装備、器具は新品に限るものとし、国又は県など他の補助事業の対象となっているものは補

助の対象としない。 
※ 前年度に助成した装備・器具等については対象としない。 
※ 加工賃は助成対象としない。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

４ 林業就業条件の改善（退職金共済制度） 認定事業体 

５ 林業就業条件の改善（林業労働強度の低減） 
 

認定事業体 

作業員呼び出し装置 

（オフライン位置管理システム(Soko-co)） 

集材用繊維ロープ 集材用繊維ロープ 

玉掛けワイヤー荷外し作業用具 
（オートチョーカー） 



 
 
 

 
 

 
夏場の炎天下で作業を行う人員確保のために下刈り手当を支給し、就業条件の改善に努める事業体を

支援する。 
補助率：手当の１／２以内（ただし、上限 1,000 円／人・日を上限とします。） 
少花粉スギ、ヒノキコンテナ苗を植栽し、造林補助金（下刈り）の交付を受けた一齢級までのものに

限ります。（実施個所の造林事業補助金交付明細書(写) 必須） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 職場環境改善を図るための設備等（移動式更衣室、仮設水洗トイレ、簡易テント、アシストスーツ）

の 
導入を支援する。 
 補助率：事業費の１／２以内（ただし、500 千円を上限とする。） 

※ 装備、器具は新品に限るものとし、国又は県など他の補助事業の対象となっているものは補

助の対象としない。 
※ 前年度に助成した設備等については対象としない。ただし、損傷や破損が著しいものについ

ては、この限りではない。 
 

一定要件事業体とは 
（ア） 認定事業体への３年以内のステップアップを目指していること。 
（イ） 認定に向けた工程表を事業主へ申請時に提出できること。 
（ウ） 森林施業実績２年以上、かつ常時雇用２名以上であること 
  ※ 波線部分が令和８年度から追加されました。 

６ 林業就業条件の改善（下刈り手当支援） 認定事業体・一定要件事業体 

７ 林業就業条件の改善（林業人材確保対策支援） 認定事業体・一定要件事業体 



 
 

         
       

 
  

   
 

   

  
     

     
       

 
 

  
 

 
   

 
 

   
  

 
  

    
    

 
 

 

 
 

 
  

   
 



  
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
  

 
 

 
 

 
  

 
 

  

 
 

    
  

     
 

    
 

 
     

   
     

   
     

   
 



  
   

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

 
 
  



 
 

   
        

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

   
 

 
 

 

    

 
   

 
   

 
 
  

    
 

      
 

 
 

  

   
 

   

 

 
 

 

 

 
 

 
  

 

 
 

  
  



 
   

  
  
  



  
 

    
    

 
    

 
    
        
       

 
    
     

 
 

 
  

 

   
    
     
      

 
  

        
        
        
     
       
        
        
        
        
        
      
          

 
 
  



 
      
    
         
    
      
    
      
    

       

  

 
 

  

  
 

 

 
 

  

 
 

 
 

  
 

 

 
 

 
  



 
        

 
   

   
       

 
 

 
 

 
     

 
      
      
    

  
 

 

  
 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  
 

 



  
  

      
  

  
  

 
 

 
 

 
    
         

 
 
    
     

 


